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１ 応募資格関係 

１－１ ＮＰＯとは、具体的に何を指しますか。 
 
特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）、ボランティア団体（任意団体）、公益法人、社会福祉法人、学校法

人、地縁組織（自治会等）、協同組合等の民間非営利組織を指します。 
 
１－２ 法人格を持たない任意団体でも応募できますか。 
 
できます。 
任意団体の場合、組織の運営に関する規則等があり、会計が適正にできるか等、提案事業を実施する体

制が整っているか審査します。 
 
１－３ 株式会社等の営利組織でも応募できますか。 
 
できます。 
営利組織であるか否かに関わらず、事業内容で判断します。社会貢献事業をソーシャルビジネス化しよ

うという企業等に対しても、事業への参入を促進するため対象としています。 
ただし、助成金なしで経営が成り立つような事業については、対象外とします。（事業開始後の数年間は

赤字となる見込みであるが、将来的には黒字になる見込みの事業を、助成事業の対象と考えています。） 
 
１－４ 今回の事業に応募するにあたって、新規に法人や団体を設立して申請することはできますか。 
 
できます。 
ただし、応募時までには、法人や団体の設立が完了している必要があります。 
また、過去の実績がないため、事業の執行体制が充分かどうか等について審査します。 
 
１－５ 県外にある団体でも応募できますか。 
 
できます。 
ただし、県内で継続的に活動していけるだけの執行体制が整っている必要があります。事業内容にもよ

りますが、事業実施地域が事務所から遠い場合は、県内に活動拠点が必要であると考えます。 
 
２ 対象事業関係 

２－１ 喫緊の行政課題とは何ですか。 
 
支援を必要としている方に、必要な支援が届かないことが問題とされていますが、本事業においては、

緊急に対策を講じなければならない課題であって、既存のサービスや仕組みでは対応が難しい場合等や

サービスの量が不足していて対応しきれないような場合を想定しています。具体的な分野としては、独

居高齢者の見守り、居場所づくり、移動困難者の支援、子育て支援、子ども食堂、防災対策等を想定し

ています。 
 
２－２ 既に実施中の事業は対象となりますか。 
 
対象となりません。 
新規参入の促進を目的とした事業のため、既存事業の予算の付け替えになるような場合は、助成の対象

外としています。ただし、既存の事業であっても、従来実施していなかった地域まで事業を拡大する場

合については、拡大する地域に係る費用は対象となります。 
 
２－３ 国や県が別途実施する補助事業等において交付対象となる事業は対象となりますか。 
 
原則として、対象になりません。 
既存制度の対象とならない事業を対象と考えており、介護保険事業や学童保育など法律や行政機関の制



度等に基づいて施設やサービスの普及が図られている事業については、本事業の対象外です。 
類似する既存制度がある場合は、既存制度では対応できないニーズに対応した事業であることが採択条

件となります。 
 
使途の指定のない市町村からの運営費補助や、民間団体からの助成金等の交付を受けることは原則とし

て支障ありません。ただし、当該事業に使途が指定されていている場合（本助成金を他助成金の補助残

に充当する場合）や、使途が指定されていなくても当該事業と重複受給になってしまう場合（団体の事

業規模が小さく本助成金と他助成金の両方を受給すると過剰に受給してしまうことになる場合等）につ

いては、本事業の対象とならなかったり、交付額を減額したりする場合があります。 
（市町村や民間団体からの助成金等であっても、事業費（助成対象経費）に係る支給を受けている場合

は、事業全体が本事業の対象外となったり、他の助成金を受けている部分が助成対象外経費となったり

する場合があります。本事業の助成金を他の助成金等の自己負担額に充当することはできません。） 
 
２－４ 「新規」及び「拡充」の考え方 
 
「新規」は、今まで実施していなかった事業を新しく始めること（ニーズ等の把握を目的として試行的

に実施した活動は、既存事業に含めない）。 
「拡充」は、今まで実施していた事業の拡大又は充実を図ること。実施していなかった地域に新たに事

業展開する場合、対象者の種類を増加する場合（例：既存は高齢者、拡充は障害者）、内容を高度化（例：

伴走型の支援 → 専門家と連携した支援）する場合等。「拡充」の場合の助成対象経費は、事業の拡充

に係る部分のみです。 
 
地域の拡充については、今まで利用者がいなかった地域の利用者を対象とするだけでは該当せず、事業

の性質上、適当な単位レベルで考えます。例えば、学習支援や子ども食堂等は小学校区程度の単位での

増加でも拡充と考えられるが、電話相談等の物理的な距離に影響しない事業であれば、合理的な理由が

ない場合は地域拡充と認められません。 
 
本事業は単年度事業で最大５年間継続できますが、助成事業開始前と比較して拡充した範囲の全てが対

象となります。（当該年度に拡充するもののみが対象という訳ではなく、前年度の助成事業は継続するこ

とができます。） 
 
２－５ 「新規」及び「拡充」の判断をする時点 
 
助成金交付申請時（ただし、事業企画書の事前審査を受けている場合については、事業企画書事前審査

申請時）に判断することとする。 
 
２－６ 「１市町村区域」及び「広域」の考え方 
 
「１市町村区域」は、１市町村全域ではなく、１市町村内の一部の地区でも支障ありません。 
 
「広域」については、複数市町村で事業展開すればよい訳ではなく、広域的な事業展開をしていること

が条件になります。広域的に事業展開していれば、主たる利用者が２～３市町村であっても、広域と認

める場合があります。  
 

３ 予算執行関係 

３－１ 事業の受益者から料金を徴収することは可能ですか。 
 
可能です。 
事業者負担３分の１の部分の財源として、事業の受益者から徴収した料金を充当できます。 
ただし、料金等の事業収入が事業費（助成対象経費）の３分の１を上回る場合は、その分の助成金を減

額します。 
 



３－２ 事業運営費確保のため寄附、協賛金、広告料などの収入をすることは可能ですか。 
 
可能です。 
ただし、事業収入が事業費（助成対象経費）の３分の１を上回る場合は、その分の助成金を減額します。 
（用途の指定がない寄附金等は事業収入に当りませんが、当該事業の費用とした寄附金等の収入につい

ては事業収入扱いとします。） 
 
３－３ 当初の計画よりも事業費（助成対象経費）の総額が多くなってしまった場合は、助成金を増額

してもらうことは可能ですか。 
 
できません。 
交付決定した額が上限となります。 
なお、事業費（助成対象経費）の総額が減少した場合は、実績額に応じて助成額を削減します。 
 
３－４ 事業実施前または実施中に助成金を請求することは可能ですか。 
 
必要と認められる場合については、交付決定後に概算払いすることが可能です。 
概算払いできる額は、交付決定額の９０％以内です。概算払いの必要性および妥当な額については、事

業収支予算書や事業者の財力等を考慮して判断します。 
 
３－５ どのような場合に消費税の仕入控除税額相当額の返還が必要となりますか。また、どのように

精算するのですか。 
 
消費税の申告をしていない場合、仕入れ控除税額の還付を受けていない場合は対象外です。 
消費税の申告をしている団体で、特定収入（補助金等）に係る課税仕入税額相当額の還付を受けた場合

は、事業実績報告書に計上して年度末に精算して下さい。 
年度末に未精算だった場合、確定に伴い差額が発生した場合等は、消費税額及び地方消費税額の確定に

伴う報告書の提出時に返還方法について確認して下さい。 
 
４ 事業期間関係 

４－１ 最大５年間となっていますが、一括して複数年度の申請をすることは可能ですか。 
 
できません。 
申請は１年ごとにする必要があります。 
 
４－２ 一度採択されれば、５年目まで更新可能ですか。 
 
必ずしも更新可能とは限りません。 
毎年度、事業評価を実施し、事業の実績及び効果を評価し、翌年度以降も助成事業を継続できるか判断

します。 
 
４－３ 自立した事業展開が図れるまでの期間とは、いつまでですか。 
 
助成金による収入がなくても、事業収入等により事業に必要な経費を確保できるようになるまでの期間

になります。 
本事業では、中長期的な事業計画を立てて頂き、将来的に財源をどのように確保する予定なのかを審査

のうえ、採択するかを決定します。最大５年間まで助成事業を継続できることになっていますが、事業

収入等が増加すれば、助成金を減額したり、５年以内であっても助成事業を終了したりする場合があり

ます。 
 
４－４ 初年度の申請書に５年間の事業計画を添付した場合、最低５年間は事業を継続しなければ、助

成金を返還することになるのですか。 



 
交付決定を受けていない翌年度以降の計画の変更をしてもペナルティーはありませんが、助成事業終了

後も自立した事業展開が図れるよう事業計画については十分に検討してください。 
ただし、助成事業により取得した財産の処分（転用等を含む）をする場合については、助成金返還とな

る場合があります。助成事業を終了した後も引き続き当該事業の目的に使用して頂けるのであれば、返

還はありません。 
 
５ 助成対象経費関係 

５－１ 施設等の改修費はどの程度まで対象になりますか。 
 
原則として、新規事業として始める場合で、事業を実施する上でどうしても必要な改修に限ります。 
破損の修理、老朽化した部材の更新等は、原則として対象としません。 
建物の基礎や主要構造部（壁、柱、床、はり、屋根、階段）の改修、増築を伴う工事等は対象外です。 
例えば、子ども食堂を新たに開設するため、既存の台所では対応できないため、厨房として使用できる

よう改修する場合等は、事業に必要な工事と考えられるため、対象となります。 
 
■改修費と備品費との区別について 
建物と一体性のあるものの交換等については改修費の対象になりますが、パッケージドタイプのエアコ

ン（ダクトを使用しないもの）や、取り外し可能な照明設備等については、備品費で計上してください。 
 
５－２ 人件費はどこまで対象になりますか。 
 
助成事業に専任の非常勤職員の給与、アルバイトに支払う日当、有償ボランティアの報酬等を対象とし

ます。（ただし、１日単位で報酬を支払っている場合等で、他の業務の勤務時間と明確に区別が可能な場

合は、他の業務と兼務であっても対象とすることは可能です。） 
既存の経費の財源の置き換えになる恐れや、他の業務と兼務している職員の勤務時間の確認が難しいた

め、団体構成員や常勤職員への給与・日当等は対象となりません。 
また、人件費は助成金総額の５０％（助成対象経費の２分の１）を上限として認めることとしているた

め、それを超える分については、助成対象外経費に計上して下さい。 
 
５－３ 備品費はどこまで対象となりますか。 
 
単価が１０万円以内の物品かつ、提案事業に使用するものあれば、原則として助成対象と認める方針で

すが、５万円以上の物品については申請時に見積書等の提出が必要となります。 
また、１０万円以上の単価の物品については、特殊な車両や機材等で他の事業との共用が難しい備品に

ついてのみ助成対象として認める方針です。 
 
■「特殊な車両や機材等で他の事業との共用が難しい備品」の考え方 
 
パソコンや一般乗用車、携帯電話端末等のように事業者が一般的に所持していると想定されるような備

品は、他の事業等と共用で使用して頂くことを原則とし、助成金の対象外とする。 
特殊な車両や機材等については、助成事業を実施する以外の目的で事業者が一般的に所持していること

が想定されないような備品であり、事業を実施するに当って不可欠な備品であり新規に購入する必要が

ある場合は対象となります。 
 
■備品費と消耗品費との区別について 
会計上の備品に限らず、１年以上使用する物品については、単価に限らず備品費に計上してください。

ただし、定期的に交換するもので、スペック等を確認する必要のない物品については、消耗品として計

上してください。 
 
（例）ＬＥＤ電球、プリンターのトナー、エアコンのフィルター等については、使用頻度や損耗状況に

より交換頻度が１年を超えることが想定されますが、消耗品で計上してください。 



 
５－４ 光熱水費はどこまで対象となりますか。 
 
事業を実施する上でどうしても必要な光熱水費であり、かつ、「事業のみに使用している」光熱水費に限

り、対象となります。 
既存経費の財源の置き換えになる恐れや、他の業務や活動との明確な区分が難しいため、申請者の事務

所に係る光熱水費は対象外となります。 
 
（例）子ども食堂を地域の公民館等を借り実施し、市役所から光熱水費を求められた場合の光熱水費は、

使用料として計上してください。 
 


